
1　はじめに

　本年度の労働政策研究会議は，「正社員の多元化を
めぐる課題」を総括テーマとして討議が行われた。
　司会は，武石恵美子氏（法政大学），パネリストは，
池田悠氏（北海道大学），神林龍氏（一橋大学），平
野光俊氏（神戸大学），佐野嘉秀氏（法政大学）が務
めた。
　討議の流れとしては，まず個別の報告が行われた
後，司会の武石氏およびフロアからの個別の報告に
対する質問を交えつつ，報告全体を通したディスカッ
ションが行われた。

2　池田報告

　池田氏は，正社員の多元化をめぐる課題について，
労働法の観点から報告を行った。
　まず，正社員，非正社員区分をめぐる今日の問題
状況を整理した。わが国のこれまでの労働法は，正
社員と非正社員という 2通りの労働者に厳然と分か
れる雇用モデルを暗黙の前提にして展開されてきた
が，近年になって，この 2者の厳然たる区分を揺る
がすような存在が，立法・実務の双方を通じて意識
的に導入されつつあると述べる。立法における動き
としては平成 24 年の労働契約法改正によって導入さ
れた無期転換制度，実務における動きとしては職種
や勤務地を限定したいわゆる「限定正社員」の導入
促進があり，近年，無期労働契約を締結していながら，
従来のいわゆる正社員とは異なる法的地位に立つ労
働者が急速に登場しつつあるとする。
　続いて，正社員に対する厳格な雇用保障を中核に
据えた日本型雇用システムについて議論を展開した。
わが国では，「正社員」が無期労働契約のみに適用さ
れる解雇権濫用法理の適用によって厳格な雇用保障
を享受するのに対し，「非正社員」は有期労働契約の
みにあり得る雇止めによって契約終了となる余地が
大きいという意味で雇用保障を享受しないという雇
用モデルが成立してきたとする。そして，雇用保障
を中核に，雇用保障と関連を有する他の労働法規制
や雇用慣行によって，伝統的な日本型雇用システム
が形成されていると述べる。具体的には，採用の自由，

就業規則法理によって認められる柔軟な労働条件の
変更可能性，労働者の配置における柔軟性，定年制
の存在を取り上げ，従来の「正社員」像を論じた。
　それを受け，近年，立法・実務を通じて導入され
つつある正社員の多元化は，日本型雇用システムの
中核に据えられている正社員像そのものに対する変
革であるとする。立法で導入が図られた無期転換労
働者は，使用者の採用の自由に関する側面で特殊で
あるのみならず，配転や出向など柔軟な人事上の措
置の可否や，定年制の存否といった個別の労働条件
設定，就業規則による一方的な労働条件設定に服す
るか否かという全般的な労働条件設定方法に関して
も従来の正社員と比べて特殊性を有する可能性があ
る。実務で導入が図られている限定正社員も従来の
日本型雇用システムが想定する正社員像とは異なる
無期契約労働者である。そして，個別的に設定され
た当該労働条件の変更方法や，職種や勤務地が限定
されている労働者の雇用保障が労働法上の課題とな
ると論じる。
　このように，多元化した正社員において，従来の
日本型雇用システムが想定する正社員とは異なる労
働法上の位置づけが必要になるのは，専ら労働条件
設定の側面における相違に基づいているとし，正社
員の多元化は，解雇規制との関係だけから単純に議
論されるよりも，労働条件変更との関係なども含め
て，日本型雇用システム全体との関連から論じるべ
き現象と述べた。

3　神林報告

　神林氏は，厚生労働省「多様な形態による正社員
に関する研究会」従業員調査の分析結果も交え，限
定正社員で論点となる労働条件の選択について，キャ
リア選択との関係から報告を行った。
　神林氏は，限定正社員を巡る問題の主要な論点が
「t+1 時点の労働条件を t 時点の労働契約に書くべき
と強制するべきか」という時間的なズレの扱いに集
約されるとし，労働契約内容の限定がいかに難しい
かについて，コミットメントの観点から整理するこ
とを報告の主題とする。
　続いて，データに基づいた議論に進む。契約上「転
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居転勤がない」とされる正社員について今後の転居
転勤の見通しを聞いたところ，約 2割の人が，転居
転勤がないという約束が将来にわたって維持される
とは考えていないなど，契約上の限定を完全には信
頼していないとし，職種限定になると，勤務地以上
に労使のコミットメントが難しいと述べる。また，
転居転勤がないという契約条項にコミットできない
要因を探るために回帰分析を行ったところ，勤続年
数，学歴，収入，性別といった属人的要素の効果や，
現時点で転居転勤先がない場合には何を書いてもむ
しろコミットできないという結果に加え，限定契約
と無限定契約の間に処遇差がない場合はコミットで
きないという結果を得，実質的なキャリアトラック
と労働条件の限定とのかかわりがあるのではないか
という解釈を述べた。
　続いて，労働条件選択とキャリアトラックとのか
かわりについて，図を用いて議論を展開した。キャ
リアトラックには，「幹部候補」と「出世あきらめ」
という 2つがあり，一般に正社員はAの領域，非正
社員はBの領域に位置する。ここで，限定正社員は，
幹部候補生だけれども労働契約を限定するものと理
解することができる（図でいう Cの領域）。しかし，
個別の短期的な労働条件の調整が長期的なキャリア
選択と関わると，必ずしもその場そのときの必要に
応じての調整がなされない可能性が生まれる。具体
的には，自分は幹部候補のキャリアトラックに乗っ
かっていると理解しているならば，その人は自然と
Aの領域に吸収されてしまう（図の①の動き）。逆に，
少し労働条件を変更したときにキャリアトラックの
変更だとみなされるケースも考えられ，Bの領域に
引き寄せられてしまうことも考えられる（図の②の
動き）。

※神林氏の報告とその後のディスカッションで取り上げられた図
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　そして，限定正社員構想をうまく動かすためには，
論理的には，キャリアトラックと労働条件を切り離
すことが必要になってくるが，それが実務上できる
のかは多少疑問であると述べる。

4　平野報告

　平野氏は，労働契約法改正が「意図せざる結果」
を生む可能性について，組織内公正性という概念を
手がかりに問題提起を行った。
　まず，労働契約法改正の政策意図は非正規の雇用
の安定を図ることにあるが，結果を出す行為主体の
企業は，労働政策の当初意図したとおりの結果を生
み出すとは限らないと述べる。具体的には，新たな
制度のコスト回避の選択肢として，非正規の 5年以
内の雇い止めを増やしてしまうかもしれない（第 1
の意図せざる結果）。また，組織は意図する主体でも
あり，組織が限定正社員制度や正社員転換制度を導
入する場合，結果を出す行為主体は非正規従業員に
なる。この場合，組織の意図は非正規従業員のモチ
ベーションの向上にあるが，むしろ制度の導入がか
えって非正規のモチベーションを下げる可能性があ
ると論じた（第 2の意図せざる結果）。
　続いて，小売業のパートタイマーを対象にしたデー
タ分析結果をもって議論した。分析の結果，短時間
正社員制度が導入されると非正規の分配的公正感が
高まるという「意図した結果」，正社員の転換制度が
導入されると非正規の分配的公正感が低下するとい
う「意図せざる結果」，拘束性を受容している人たち
において転換制度が整備されると分配的公正感が下
がってしまうという「意図せざる結果」が示された。
　この結果について，平野氏は，限定正社員制度を
構成する時間限定，勤務地限定，職種限定のうち時
間限定のみが分配的公正感にプラスに作用すること，
正社員の転換制度は非正規の分配的公正感をむしろ
低め，その傾向は，拘束性の受容の程度に応じて顕
著となると整理した。そして，正社員転換制度の導
入が，正社員との比較という非正規の意識を覚醒さ
せてしまったという「意図せざる結果」，制度が存在
したとしても利用状況が著しく少ないものであれば，
制度があることを認知させることはむしろ逆の効果
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（欲求不満効果）をもつという解釈を述べた。
　最後に実践的なインプリケーションに 3点言及し
た。具体的には，①限定正社員については大幅に拘
束性を限定すること，②仕事関連のファクターだけ
で処遇を捉えて均等処遇を推進すること，③非正規
から正規への転換の道筋を狭き門としないことであ
り，分配的公正感に基づく非正規従業員のモチベー
ション向上の観点から主張を行った。

5　佐野報告

　佐野氏は，労働政策研究・研修機構が 2011 ～ 2012
年に実施した『第 2回働くことと学ぶことについて
の調査』データの分析結果から，25～39歳までのキャ
リア形成期にある正社員におけるキャリア志向と，
キャリアや働き方，それらへの満足度の間の関係を
報告した。
　まず，正社員区分の多様化は，多様な就業ニーズ
を満たすという評価がある一方で，「限定正社員」は
従来型の正社員の区分と比べ，昇進・昇格の上限が
低く，賃金水準も低い傾向にあると指摘する。その
上で，正社員区分の多様化に伴うキャリアと働き方
の複線化は，正社員として働く人のニーズに対応し
ているかと問題提起した。
　そして，分析課題として 3点を設定した。第 1に，
正社員における今後のキャリアに関する希望の多様
性を「キャリア志向」の概念で把握すること。第 2に，
キャリア志向に対応した正社員の企業内キャリア・
働き方の多様化の実態を明らかにすること。第 3に，
キャリア志向ごとの就業満足度を比較し，キャリア
志向ごとの自らの仕事やキャリア，働き方に対する
評価を知ることである。
　正社員のキャリア志向の構成をみると，男性正社
員についても，管理職志向は一部を占めるにとどま
り，専門職志向の割合も多い。また，女性正社員では，
管理職志向の割合は男性より少なく，他方で，生活
重視志向や専門職志向，就業重視志向などの割合も
高い。これから，男女とも正社員のキャリア志向は
多様化しているとした。
　キャリア志向別に正社員のキャリアの違いを分析
すると，特に管理職志向の正社員で上位役職に昇進

しやすく，仕事レベルの高度化を経験する機会が充
実する傾向が見られる。専門職志向は，昇進機会は
小さいものの，専門的職種に従事し，仕事レベルの
高度化の機会は多い。このように，キャリア志向に
対応するかたちでキャリア（昇進機会，職種，仕事
経験）は多様化していると指摘した。他方で，労働
時間とキャリア志向との関係をみると，キャリア志
向に応じた労働時間の多様化は，女性正社員のみ確
認された。
　就業満足度との関係をみると，男性では，管理職
志向と専門職志向で，能力向上機会や仕事内容，労
働時間，就業全体への満足度が高く，他方，特に生
活重視志向で，労働時間と就業全体への満足度が低
いとした。女性では，管理職志向と専門職志向で，
能力向上機会や仕事内容への満足度が高く，生活重
視志向等で労働時間への満足度が高いとした。
　正社員区分の多様化への含意としては，まず，配
置や仕事配分といった個別的管理を通じて，同じ正
社員区分内でも，男性正社員も含め正社員のキャリ
アはすでに多様化しているとした。したがって，正
社員区分の多元化，正確に言うと，複数の正社員区
分を制度的に分け，正社員区分ごとに昇進上限・職種・
働き方等の雇用条件を設定することの意義は，既に
進展しているとみられる個別的管理を通じた正社員
のキャリアや働き方の多様化との比較の視点から検
討することが重要と主張する。
　そのうえで，正社員区分の多様化の意義としては，
第 1に，個別的管理を通じた正社員のキャリアの多
様化と比べ，よりキャリア見通しを明確化すること
につながると指摘した。第 2に，限定正社員の区分
の設定を通じて，長時間労働を避けられるなど，働
き方に関する利点を制度的に保障することも重要な
目的になるとした。ただし，正社員区分の選択が就
業者のキャリア志向に対応して行われることが，正
社員区分の多様化が正社員の就業への期待に応える
ための条件であると指摘して報告を終えた。

6　ディスカッション

　パネリストによる報告の後，休憩をはさんで，司
会の武石氏とパネリストとの質疑があり，その後，
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フロアからの質問も交えたディスカッションがあっ
た。
　まず，ディスカッションにあたって武石氏が 3つ
の論点を提示した。1点目は，多様な正社員に関して
契約のところがあいまいになっているとし，雇用契
約を締結する際にきちんと担保することが果たして
できるのかということ。2点目は，多様な正社員の区
分間の処遇の公正性の問題である。つまり，長期的
な視点をもつキャリアに対して，処遇の公正の観点
から労働条件をどう設定したらよいのかということ
である。3点目は，労働条件とキャリアを切り離せる
のか，切り離せるとするとキャリアをどういうふう
に考えていったらいいのかということである。加え
て，武石氏は，多様な正社員の議論では入社後の転
換の問題が出てくるとし，転換にはどのような実務
上の課題があるのかという問題提起をした。さらに
は，多様な正社員が，ともすると限定正社員が女性，
非限定が男性というように，総合職・男性，一般職・
女性のようなジェンダー構造を生むことにならない
かという危惧があり，男女双方がその時に応じてい
ろいろな働き方を選べるということが果たして可能
かという問題意識を述べた。
　以上の武石氏の論点提示に続いて，各パネリスト
より意見が述べられた。

①契約の問題
　契約の問題について，各パネリストより順次意見
が述べられた。まず池田氏より発言があった。日本
では就業規則によって労働条件が設定され得るとい
う点で特殊であり，就業規則で設定された労働条件
は，就業規則法理によって使用者が一方的に変更で
きることになる。ただ，個別の労働者と使用者との
間での「個別の合意」を通して職種や勤務地を限定
した場合には，使用者の就業規則変更による一方的
な変更という問題が生じない。このように，現行法
の枠内でも，就業規則に依拠しない個別合意を設定
することによって，職種や勤務地の限定の将来にわ
たる担保に関して生じ得る不信状態を解消する手段
はあるという見解が述べられた。
　神林氏は，現在の就業規則のあり方が限定正社員

や外部労働市場の活用という契約社会の原則と根本
的に矛盾しており，そういう方向を目指すのであれ
ば，就業規則のような前近代的なやり方は排除して
いかなければいけないという方向になると述べた。
　佐野氏は，入社時点での考えや希望は，その後に
変更する可能性がかなり高いとし，入社時の区分は
その後の使用者と労働者との間の調整や交渉によっ
て変えられるという形にするのが 1つの方法ではな
いかという見解を述べた。
　平野氏は，人事が考えるのは公正の原則を貫くこ
とだと述べた。例として総合職の従業員同士が結婚
した場合，一方が地域限定職になるように人事が促
すとし，双方が総合職のままで行く場合，公平性の
観点から次の異動の際に 2人の勤務地を離すという
話をした。そして，この問題をルールの中で全部カ
バーするのは難しく，図でいう Cの部分，限定があ
るが幹部候補で行けるという区分をなんとか確立で
きないかという意見を述べた。
②労働条件とキャリア

　平野氏の問題意識を受け，武石氏が平野氏に対し
て，幹部候補で限定という象限ができるためには，
突破口として何をすればよいのかと質問した。
　これに対して平野氏は，生涯にわたって限定社員
であり経営幹部層になっていくというのは難しいと
した上で，企業はAしかだめという考えから Cでも
経営幹部になれるという考えに切りかえる必要があ
るとともに，かといって経営幹部になるためにはA
の経験も必要になるとし，そうしたときに個別管理
の世界を入れ込んでいかないとうまくいかないとい
う見解を述べ，国家公務員Ⅰ種の育成はそういうこ
とをやっているのではと述べた。
　次に，神林氏が平野氏に対し，仮に Cの象限が独
立したとしても，Aの幹部候補と同じトラックに乗っ
ていたら公平性は保てないと考えるがどうかという
質問をした。
　これに対し，平野氏は，公正の原則でいくと確か
にそうであり，ルールとして行うとAか Bに吸収せ
ざるを得なくなると述べた上で，Aの区分にいるが
運用上は Cで行く（ある一時は Cで行くが，問題が
解決したときにはAに行く）といった個別管理の世
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界になってくるという説明を行った。
　この議論を受け，武石氏が池田氏に対し，個別の
合意という世界では，CのときとAのときとでは契
約が変わると考えないといけないのかと質問した。
　池田氏は，個別の合意であればその条件変更で改
めて同意しないといけないと述べ，労働条件を明確
に限定していく場合にはAと Cとはやはり区別しな
ければならず，その 2つは同じ幹部候補生でも異な
る位置づけになるのではないかと述べた。
　ここで平野氏は説明を補足し，これまで Cは管理
職一歩手前までにしか行けなかったが，Cでもかな
りのところ（例えば部長）まで行けるように，ただ
役員にまで行くのならばAに行かないといけないと
いうように，個別管理の世界でやっていくものと述
べた。
　職種の限定でのエリートコースもありうるのかと
いう武石氏の問いかけに対し，池田氏は，研究開発
部門の人が担当役員になるくらいのことは実務上で
も見られ，ありえないことではないと意見を述べた。
　佐野氏は，専門職志向の人は役職昇進の機会が少
なくても自分のしたい種類の仕事に従事できれば満
足度が高い傾向にあるように，キャリアや労働時間，
職種などのセットで納得するかどうかで本人の満足
度も変わってくると述べた。
　神林氏は，大事なのは，何か必要が生じたときに
労働条件を変えなければいけない場合に，現在は C
のところに行ったら Bに吸収されるという事態があ
るが，これをどう防ぐかという問題ではないかと指
摘し，佐野氏も同意見と述べた。
　ここで武石氏は，一時的に限定になるときの議論
も大事だが，限定をある意味恒常的な正社員の姿と
してどう作っていくかという議論も重要と指摘する。
次いで，無限定と限定の社員では，賃金の設定の仕
方など処遇条件について，その均衡処遇・均等処遇
をどう考えたらいいかという問題提起を行った。
　これに対し，平野氏は，転居転勤を受容する人と
受容しない人との処遇が同じであれば不公平を感じ
るものだとし，衡平理論に準じれば無限定の人に金
銭的にプレミアムをつけるということになるのでは
と述べた。

　神林氏は，労働条件を固定的なものと考えるので
はなく，一時的に労働条件を変える場合など，状況
に応じてフレキシブルに賃金などを変更できるよう
にしておけばよいのではないかと述べた。
③企業が限定正社員を活用する意義

　次に，武石氏は，男女で区分が固定化されるとい
う懸念を回避するアイデアについて意見を求めた。
　これに対して佐野氏は，男性でも労働時間を短く
したい人はいることから，そういう人が限定型の正
社員を選べていない理由や，選べる仕組みを考える
ことが必要と述べた。例えば，現状では，いまだ一
般職正社員のイメージが定着しており，限定正社員
は女性のための区分という思い込みが働く側にも根
強いのかもしれない。新しい限定正社員像が求めら
れるとした。
　続いて平野氏は，従来の一般職と限定正社員との
比較から，一般職は長期に雇用することを前提とし
ない人たちであったのに対し，限定正社員は長期に
働いてもらう，それ相応に人的資本投資をかける存
在であり，一般職と限定正社員とは違ってしかるべ
しという考えを述べた。そして，従来の一般職は主
として女性をその中に閉じ込めてしまったが，限定
正社員は，一応システムは作るけれど，もっと個別
的な管理を強めていかなければならないと主張した。
また，従来の内部労働市場での処遇・育成と異なり，
転職市場との連携を強めていかなければいけないと
いう意味でも，一般職と限定正社員とは原理原則と
して異なるものと論じた。
　この点，池田氏から平野氏に対し，一般職といっ
ても期間の定めのない労働契約であったことに変わ
りはなく，企業側が期待していなかっただけの話で
あり，看板をかけかえただけという見方もできるが
どうかという質問があった。
　平野氏は，従業員の離職に関する企業の戦略には 2
種類あることから説明を行った。1つはその人が辞め
ても困らないようにするという戦略で，徹底的な標
準化によってターンオーバーを促進する。もう一つ
は，その人に辞めてもらっては困ることからくるリ
テンション・マネジメントであり，企業はそのメリ
ハリを非常につけていると述べる。そして限定正社
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員については，後者のリテンション・マネジメント
が重要になっていると論じた。
　池田氏はこれを受けて，多様な正社員には発想が 2
種類あるとし，1つは非正規の雇用改善という発想で，
熟練した非正規の人を無期契約で処遇も改善するこ
とによって引き止めるということであり，もう一つ
には介護など労働者側の都合に合わせるために限定
正社員などの働き方の選択を認めるという発想があ
るのではと述べた。
　池田氏の意見については，神林氏や平野氏からも，
後者の発想に基づく短時間勤務，ワーク・ライフ・
バランス施策もリテンションの意味合いがあるので
はという発言が続き，パネリストの間での議論が落
ち着いた。
④フロアとの質疑応答

　続いてフロアとの質疑応答に入った。まずトヨタ
自動車の荻野氏より，討議を聞いての 2つの感想と，
池田氏への質問があった。1 点目の感想は，労働条
件は全て込み込みのパッケージであり，賃金や労働
時間などの基本的な労働条件から雇用の保障までを
含み，キャリア，勤務地や職種の限定，教育訓練の
機会の全てがパッケージだろうということ。2 点目
は，限定正社員に関わる問題は企業側からみるとポー
トフォリオの議論であって，図でいうAと Bとを結
んだ直線上に Cを置くのが実務家の解ではないかと
いうものであった。そして，Aと Bの 2 つだけだと
範囲が広すぎて働いている人に先が見通せないので，
その中間に Cのようなものを置く制度にすることで
先が見通せるようになるのではという意見を述べた。
そうした感想を述べた上で，池田氏に対して 2つの
質問を行った。1 点目は，図の Cで働いている人に
ついて，企業側がAで働くように就業規則を変更す
ることは合理的な変更と言えるのかどうかであり，2
点目は，限定正社員の雇用保障は，ほかの労働条件
との絡みで現在の正社員の雇用保障とは変わってく
る可能性があるのかという点であった。
　これに対し，池田氏は，仮に就業規則で職種や勤
務地が限定されているという状況が生じた場合，就
業規則変更によって当該限定を外せるかどうかは，

これまで事例がなく正直よくわからないとした上で，
試論として以下の見解を述べた。これまでの日本で
は雇用保障が最も重視されてきたと言われており，
そのような理解を前提にすると，会社の経営状態が
悪く，ある地区や業務から撤退せざるを得ない状況
に至った時に使用者が雇用維持のために就業規則変
更したとしても，裁判所は当該就業規則変更につい
て合理性を否定しないのではないかと述べた。
　次に，学習院大学の脇坂氏より平野氏に対し，総
合職の夫婦が結婚した場合に一方が勤務地限定に変
わってもらう話について，現在大企業を中心に普及
しつつある配偶者転勤制度（配偶者の転勤に配慮し，
配偶者の近くで勤務するが，総合職であることは変
わらないとする制度）では公平性は保たれないのか
という質問があった。
　これに対し平野氏は，一方が勤務地限定に変わる
という話は，平野氏が人事部長に就いていた 15 年前
の話で，同社でも現在までに配偶者転勤制度に変わっ
たことを説明した。
　次に，日本年金機構の水越氏より，介護の際に限
定正社員に移りたいというケースでの制度的対応に
ついて質問があった。
　これに対して，武石氏は，介護についても休業制
度に加え短時間勤務制度も法律に盛り込まれている
ことから，時間に関しては限定可能であることを述
べ，勤務地の限定に関しても企業の中で制度を導入
しているところがあるという見解を述べた。
　討議の締めくくりとして，武石氏より 2点の言及
があった。1点目は，労働条件の決定が個別管理にな
るときに，労働組合はどう関与したらよいのか，労
働組合はどうあるべきかということは，労使関係に
関する大きな問題提起になったのではないかという
点である。もう 1点は，図でいうAと Bの間に Cを
位置づけるという話について，Aが標準で Cが準社
員，格下の正社員のように位置付けられて普及する
ことは望ましくないという見解であった。

（高見具広：労働政策研究・研修機構研究員）
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